
 

＊補償実施機関 

東京都公立学校における公務災害・労働災害請求の流れ 

（東京都教育委員会任用教職員の場合） 
 

公務災害                             労働災害 

（常勤教職員等）                       （会計年度任用職員）    

   

地方公務員災害補償基金 

東京都支部（＊） 

東京都教育委員会 

所属（学校） 

（所属部局の長の証明）※ 

報告・相談 

受付票提出 

請求書類提出 

 

報告・相談 

所属（学校） 

受付票提出 

事業主証明依頼 

東京都教育委員会 

(事業主証明) 

 

所属（学校） 

被災職員 

労災指定 

医療機関 

労働基準監督署(＊) 

書類返却 

書類返却 

書類提出 

請求書類提出 

※校長等（所属部局の長）において災害の

発生状況等の把握が困難であり、認定請求

書等の記載内容について証明できない箇

所がある場合は、当該箇所が証明困難であ

る旨を記載して提出できます。 

被災職員 

（本人・御家族） 

被災職員 

（本人・御家族） 


